
 

 

「外出支援サービス事業利用申請」の対象者 

 

市内在住のおおむね 65歳以上の老衰、心身の障害及び傷病により歩行困難で車いすを利用している

方で、一般の交通機関を利用することが困難な方（上限月４回（片道）） 

【五色地区の特例】①は上限月 6回（片道）、②③④⑤は上限月4回（片道） 

①人工透析を要する通院困難な方（付添者必要） 

②おおむね 65歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみの世帯で、慢性疾患の治療を要し通院困難な方 

③心身障害者で通院困難な方 

④いきいきデイサービスの利用者 

⑤介護予防教室の参加者 

 

 


